
消費生活かわら版１７ 

クレジットカードの落とし穴 
 

１．  クレジットカードって？ 
   「ｸﾚｼﾞｯﾄ」とは「信用」という意味。あなたの信用を

担保に借金ができるｶｰﾄﾞのことです。 
     

２．  クレジット契約の仕組み 
消費者と販売店が売買契約をしたとき，ｸﾚｼﾞｯﾄ契

約の場合はその販売店と加盟店契約を結んでいるｸ

ﾚｼﾞｯﾄ会社が，消費者に代わって販売店に対して代金

を一括して払い（立て替え払い），消費者は後でｸﾚｼﾞ

ｯﾄ会社に対して手数料を加算した金額を分割で支払

います。 
  

  ①売買契約               消費者  
②立て替え払い契約      ①         ② 
③加盟店契約       販売会社   ③   ｸﾚｼﾞｯﾄ会社 

                        

３．  クレジットカード，ここに注意！！ 
分割払いなので月々の支払はそれほど負担ではな

くても，返済が遅れたりすると残金を一括請求される

ことも。 
ｶｰﾄﾞ紛失によるﾄﾗﾌﾞﾙも多いため，ｶｰﾄﾞ管理はし

っかりと！使用明細の内容を確認する習慣を！ 
  商品及びサービスに係る契約等のご相談は・・・ 

福岡市消費生活センター 

 TEL:０９２－７８１－０９９９ （相談コーナー直通） 
※電話番号のかけ間違いにご注意ください 

福岡市中央区舞鶴２－５－１ あいれふ 7 階 
☆市ホームページ http://www.city.fukuoka.lg.jp/ から「消費生活・

各種相談」をクリック！かわら版のバックナンバーが印刷できます。 

                  コピーして，回覧・配布などにお使いください。 


